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上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載
書面）への記載を省略しております。

第12期定時株主総会の招集に際しての
その他の電子提供措置事項

株式会社アクリート



第 4 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2024年９月13日

新 株 予 約 権 の 数 13,000個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 1,300,000
株

(新株予約権１個につき 100株)　
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 1個につき700円

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 82,000円
(１株当たり 820円)　

権 利 行 使 期 間 2024年10月１日から
2026年９月30日まで

新株予約権等の状況（2025年12月31日現在）

その他新株予約権等に関する重要な事項
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス（法令遵
守）があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定
め、各役職員に周知徹底させる。

(b) 役職員の職務の執行の適正性を確保するため、内部監査担当者は、「内部監査規程」に基
づき法令及び定款を遵守していることについて内部監査を実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社は、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な

情報等については、「文書管理規程」等に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切
に保存及び管理する。

(b) 取締役、監査等委員その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて
上記の書類等を閲覧することができるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の事業に関する損失の危険（リスク）、不測の事態に対応すべく、「リスク管理規

程」を制定し、同規程に基づき各部門長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握及び管理
を行うものとする。

(b) リスクの管理及び把握の状況については、各部門長が相互に情報共有、意見交換を実施
し、特に重要なリスクについては、取締役会において報告するものとする。

(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護
士等の外部アドバイザリーと連携し、損失の拡大を防止し、これを最小限にすべく体制を
整えるものとする。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行を効率的に行うために、定時取締役会を毎月１回開催する
他、必要に応じて、臨時取締役会を開催するものする。

(b) 取締役の職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」
において、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制を構築するものと
する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社は関係会社管理規程に則り、経営等に関する事項につき、当社取締役会に報告する
ものとする。

(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、関係会社管理規程及び上記の報告体制を通じて当社グループ全体の経営状況を把
握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底するものとする。

(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に則り、重要事項は事
前に協議を行うこと等により、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保するものとす
る。

(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
当社の監査等委員及び内部監査担当者による監査を実施するとともに、必要に応じて当社
より取締役及び監査役を派遣すること等を通じて子会社の適正な業務執行を確保する。
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⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
(a) 監査等委員会が監査等委員会の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、人

員を設置するものとする。
(b) 当該使用人の選任、解任、異動等には、監査等委員会の同意を要するものとし、当該使用

人の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に努める。
(c) 当該使用人は、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、監査等委員会の指示に従い

職務を遂行し、取締役の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員会の指
示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人に対する指揮命令は監査等委員会が行うものとし、当該使用人の人事異動、
人事考課、懲戒等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害
を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する。
取締役及び使用人は、取締役会、その他社内の重要な会議において、適宜職務執行状況を
監査等委員会に報告する。

(b) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が当社の監査等委員会に報告するための体制
子会社の監査等を通じて子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこ
れらの者から報告を受けた者は、適時、適切に当社の監査等委員会に報告する。また、当
社の監査等委員会より業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適
切に報告する。
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⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
内部通報制度を準用し、監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報
告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、費用の請求をした時は、その費用等が当
該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を
処理する。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び

その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び使用人に
説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができる。

(b) 監査等委員会は、代表取締役、取締役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて意
見交換を実施できるものとする。

⑫ 反社会的勢力排除のための体制
(a) 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体

には、毅然とした態度で対応する。
(b) 反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに関係部署、社外関係先（警察署、顧問

弁護士等）と協議し、組織的に対応するものとする。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当事業年度において取締役会は14回開催され、取締役及び監査等委員が出席のもと報告及
び議案の決議が行われております。当社の取締役会は取締役８名（うち社外取締役３名）で
構成されており、取締役会開催前に資料を共有し、取締役会にて十分な審議時間を確保し、
活発な議論が行われております。
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② リスク管理体制
内部監査担当者が策定した内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、その結果を代表取締
役社長及び監査等委員会に報告しております。

③ コンプライアンス管理体制
コンプライアンス規程を定め、取締役及び従業員への周知を図っております。また、法令違
反その他のコンプライアンスに関する事実については社内報告体制として、内部通報制度を
導入しております。

④ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法に基づき諸規程を定め、財務報告に係
る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行っております。評価については内部
監査担当者が行い、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。

⑤ 子会社管理体制
子会社の経営管理については、関係会社管理規程及び報告体制を整備し、適切に管理を行っ
ております。

⑥ 監査等委員の監査体制
当事業年度において監査等委員会は13回開催されております。監査等委員は監査等委員会
において定められた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取
締役社長との定期的な会合を持つことで、監査機能の強化及び向上を図っております。ま
た、会計監査人や内部監査担当者と連携し、業務執行状況やコンプライアンスに関する問題
点を監視する体制を構築しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 372,454 366,290 1,796,846 △815,076 1,720,515

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 678,965 678,965

新株の発行（新株予約権の行使） 363,380 363,380 727,760

剰 余 金 の 配 当 △31,835 △31,835

親会社株主に帰属する当期純利益 307,771 307,771
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 363,880 1,042,845 275,936 － 1,682,661

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 736,334 1,409,136 2,072,782 △815,076 3,403,177

その他の包括利益累計額
新 株 予 約 権 非 支 配 株 主

持 　 　 　 分 純 資 産 合 計
為替換算調整勘定 その他の包括利益

累計額合計
当連結会計年度期首残高 50,261 50,261 15,701 304,777 2,091,256

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 678,965

新株の発行（新株予約権の行使） 727,760

剰 余 金 の 配 当 △31,835

親会社株主に帰属する当期純利益 307,771
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △10,847 △10,847 △6,160 329,689 312,681

当連結会計年度変動額合計 △10,847 △10,847 △6,160 329,689 1,995,342

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 39,414 39,414 9,541 634,466 4,086,598

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ７社
・主要な連結子会社の名称 株式会社テクノミックス

合同会社アクリートキャピタル
ＶｉｅｔＧｕｙｓ Ｊ.Ｓ.Ｃ.
株式会社ズノー・メディアソリューション
株式会社ズノー
フォーグローブ株式会社
Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ Ｊａｐａｎ 株式会社

② 非連結子会社の状況
該当事項はありません。

③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としなかった会社

の状況
該当事項はありません。

④ 持分法適用手続に関する特記事項
該当事項はありません。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
当連結会計年度において、株式会社ズノーの株式51％、フォーグローブ株式会社の株式51％、Ｆｏｒｗ
ａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ Ｊａｐａｎ株式会社の株式60％を取得したことにより、連結の範囲に含めており
ます。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。
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建物 ８年～15年
工具、器具及び備品 ３年～ ８年

(5) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ. 棚卸資産
・商品 総平均法による原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定額法、国内連結子会社は定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・顧客関連資産 効果の及ぶ期間（７～11年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当連結会計年度に負担
すべき支給見込額を計上しています。

役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当連結会計年度に負担す
べき支給見込額を計上しています。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑤ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間（５年～７年）にわたり
均等償却しております。
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⑥ 顧客関連資産の償却方法及び償却期間
顧客関連資産の償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間（７年～11年）

にわたり均等償却しております。
⑦ 収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な収入における主な履行義務の内容及び当
該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

コミュニケーション事業　　　　　ＳＭＳをはじめとするメッセージングサービス事業活動を行い、
顧客との契約に基づき、約束したサービスを提供した時点で、当該
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており
ます。

ソリューション事業　　　　　　　ＳＭＳ以外のＧＰＵサーバー関連製品、AIプロダクト製品の取扱
いによる事業活動を行い、顧客との契約に基づき、約束した財又は
サービスを提供した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込
まれる金額で収益を認識しております。

投資・インキュベーション事業　　有望な開発系やＡＩベンチャーへの投資を図ることで当社での社
内活用やインキュベーションを通じた顧客との契約に基づき、約束
した財又はサービスを提供した時点で、当該サービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響は
ありません。
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のれん 570,996千円
顧客関連資産 728,174千円

3. 会計上の見積りに関する注記
のれん及び顧客関連資産を含む固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額
当連結会計年度末の連結貸借対照表において、のれん及び顧客関連資産の金額は、以下のとおりです。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれん及び顧客関連資産は規則的に償却しておりますが、経営環境の著しい悪化等、のれん及び顧客関連

資産を含む資産又は資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、当該資産又は資産グループか
ら得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要
否を判定する必要があります。

のれん及び顧客関連資産の帳簿価額には、各連結子会社の買収時点における将来の事業の成長見込みに基
づいた超過収益力や顧客基盤の価値等を反映しております。このため、これらののれん及び顧客関連資産を
含む資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていない場
合であっても、各連結子会社の買収時点で見込んでいた将来の事業の成長が達成されない場合や事業計画の
前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には、減損の
兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性があります。

なお、ＶｉｅｔＧｕｙｓ Ｊ.Ｓ.Ｃ.の顧客関連資産について、前連結会計年度において、ベトナムの市場環
境の変化に対応して事業計画を見直したことを受け、減損の兆候があると判断し、また、当該資産グループ
から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回るため、減損損失を認識いたしまし
た。当連結会計年度においては、営業損益が前連結会計年度に策定した事業計画を上回る結果となってお
り、翌連結会計年度以降の計画についても業績が著しく悪化する見込みがないことから、減損の兆候はない
と判断しております。割引前将来キャッシュ・フローは、見直し後の事業計画に基づき算定しており、その
主要な仮定は、売上高成長率及び原価率であります。割引前将来キャッシュ・フローの見積りに係る主要な
仮定は合理的であると判断しておりますが、見積り の不確実性が高く、これらの仮定について見直しが必要
となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類における固定資産の減損の金額に重要な影響を与える可
能性があります。
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有形固定資産の減価償却累計額 56,919千円

株式の種類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式（株） 5,977,500 1,732,658 － 7,710,158

株式の種類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式（株） 280,274 － － 280,274

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た
り 配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ８ 月 1 4 日
取 締 役 会 普通株式 31,835千円 5.00円 2025年６月30日 2025年９月25日

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た
り 配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 6 年 ２ 月 1 3 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 37,149千円 5.00円 2025年12月31日 2026年３月30日

普通株式 420,000株

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（注）1．当社を株式交付親会社とし、株式会社ズノーを株式交付子会社とする株式交付を2025年１月11日
付で行い、発行済株式総数は449,820株増加しております。

2．当社を株式交付親会社とし、フォーグローブ株式会社を株式交付子会社とする株式交付を2025年
７月17日付で行い、発行済株式総数は402,838株増加しております。

3．2024年９月30日付発行の第４回新株予約権の行使により、発行済株式総数は880,000株増加して
おります。

(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
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５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社では、資金調達については、必要な資金を銀行借入や増資により調達しております。
　また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引は行ってお
りません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建営業債権については、為
替変動のリスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の
支払期日であります。一部外貨建営業債務については、為替変動のリスクに晒されております。
　借入金の使途は子会社株式の取得資金（長期借入金）及び自己株式取得資金（長期借入金）であり、変
動金利による金利変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権について、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日
及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ⅱ　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維新等により流動性リスクを管理しております。

ⅲ　市場のリスク（為替等の変動リスク）の管理
　外貨建ての営業債権債務について、為替の変動リスクに晒されていますが、毎月通貨別に為替差損益
を把握し、為替変動が損益計画に与える影響を勘案しております。
　変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、毎月、返済予定表を確認し、借入金
利の変動状況をモニタリングすることでリスクの低減を図っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

社 債 20,000千円 20,000千円 －千円

長 期 借 入 金 632,771 537,252 △95,519

負 債 計 652,771 557,252 △95,519

区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 285,995千円

出資金 28,478千円

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注）を参照ください。）。
　また、現金及び預金は注記を省略しており、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等は短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似するものであることから注記を省略しております。

（注）市場価格のない株式等

(3)　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ル分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する市場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　　　該当事項はありません。
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区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金 － 702,768千円 － 702,768千円

１年以内 １年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

長期借入金 165,515千円 51,041千円 27,432千円 23,318千円 21,073千円

報告セグメント
合計コミュニケーション

事業
ソリューション事業 投資・インキュベー

ション 事業
顧客との契約から生じ
る収益 6,510,755 1,201,292 1,079,167 8,791,215

外部顧客への売上高 6,510,755 1,201,292 1,079,167 8,791,215

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金

変動金利による長期借入金であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額
によっており、レベル2の時価に分類しております。

（注２）借入金の連結決算日後の返済予定額

６. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(５) 会計方針に関する事項　⑦　
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 782,148 990,313

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 990,313 2,640,561

契約負債（期首残高） 29,111 70,057

契約負債（期末残高） 70,057 242,490

(1) １株当たり純資産額 463円34銭
(2) １株当たり当期純利益 46円45銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（注）１．契約負債は、主に期末時点で履行義務を充足していない顧客から受け取った対価であり、契約
に基づき履行した時点で収益に振り替えます。

２．契約負債は、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
３．当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重

要性はありません。なお、当連結会計年度における契約負債残高の重要な変動はありません。
また、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を

適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

７. １株当たり情報に関する注記

８． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

新　株
予約権

純資産
合　計資 本 金

資 本 剰 余 金 利　益　剰　余　金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金合　　　

計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 372,454 342,454 23,836 366,290 2,054,751 2,054,751 △815,076 1,978,421 15,701 1,994,122

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 678,965 678,965 678,965 678,965
新 株 の 発 行
( 新 株 予 約 権
の 行 使 )

363,880 363,880 363,880 727,760 727,760

剰余金の配当 △31,835 △31,835 △31,835 △31,835

当 期 純 利 益 398,448 398,448 398,448 398,448
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △6,160 △6,160

当 期 変 動 額
合 計 363,880 1,042,845 － 1,042,845 366,613 366,613 － 1,773,338 △6,160 1,767,178

当 期 末 残 高 736,334 1,385,300 23,836 1,409,136 2,421,364 2,421,364 △815,076 3,751,759 9,541 3,761,300

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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⑴　資産の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価基準及び評価方法

イ.　子会社株式 移動平均法による原価法
ロ.　その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。

ハ.　棚卸資産
・商品 総平均法による原価法

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年～15年
工具、器具及び備品      ３年～ ８年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

⑶　引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．役員賞与引当金

　　役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計上していま
す。

⑷　収益及び費用の計上基準
　連結注記表、「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(5)会計方針に関
する事項⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 19,814千円

①　短期金銭債権 36,081千円
②　長期金銭債権 58,600千円
③　短期金銭債務 13,142千円

営業取引による取引高 120,420千円
営業取引以外の取引による取引高 4,020千円

株式の種類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普通株式（株） 280,274 － － 280,274

2．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業

年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及
ぼすリスクのある項目は以下のとおりです。

関係会社株式の評価
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　　　1,920,150千円
関係会社株式評価損　　　　　 －千円

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
市場価格のない株式等は、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可

能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として減
損処理しております。

３．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
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(繰延税金資産)
未払事業税等 10,080千円
賞与引当金 3,062
投資有価証券評価損 4,751
貸倒引当金 3,250
差入保証金 2,571

繰延税金資産合計 23,716
繰延税金資産（負債）純額 23,716

種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合 （ ％ ）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容 取引金額 科 目 期 末 残 高

役 員 が
議 決 権
の 過 半
数 を 所
有 し て
い る 会
社

株式会社
ズノー
（注1）

所有
直接51％ 役員の兼任 業務受託料

（注2） 33,505 未 払 金 1,502

６．税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
るため注記を省略しております。

７．関連当事者との取引に関する注記
(1)関連会社等
　該当事項はありません。

(2)役員等
（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）当社役員高瀬真尚が議決権の49%を直接保有しております。
（注2）取引条件については、業務内容を勘案して両者協議の上で決定しております。
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⑴　１株当たり純資産額 506円24銭
⑵　１株当たり当期純利益 60円13銭

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　６．収益認識に関する
注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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